
【学位論文要旨および審査要旨】

氏　　　名：　　清 水 貞 俊

学 位 の 種 類：博士（国際関係学）

学位授与年月日：1999年３月26日

学位論文の題名：「欧州統合への道－Ｅ

ＣからＥＵへ－」ミネ

ルヴァ書房より著書とし

て1998年７月20日に公刊

審　査　委　員：　奥 田 宏 司（主査）

内 田 勝 敏

代 田 　 純

〈論文内容の要旨〉

本論文は，序と第１～第７章および終章からな

り，本文以外に「あとがき」と巻末資料が付けら

れている。全体は以下のような構成になっている。

序

第１章　欧州統合の思想と運動

第２章　第二次大戦後の統合運動

第３章　欧州石炭鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）の設

立

第４章　農業共同体計画と部門別統合の動き

第５章　欧州同盟に向かっての動き

第６章　欧州同盟に向けての具体的始動

第７章　単一欧州議定書の調印とその意義

終章　単一欧州議定書以後と将来の展望

あとがき

巻末資料

１）関連年表

２）付属資料

３）参考文献一覧

索引

まず，序において，筆者は本書の課題として５

点を提示している。1unionとunityをめぐるイギ

リスとフランスの対立関係を明らかにする。2欧

州防衛共同体の失敗について。この研究はあまり

なされていないものである。3ＥＥＣ成立にあた

っての石炭鉄鋼共同体の評価。4ＥＣ理事会の決

定手続き。5単一欧州議定書の位置付け。

第１章と第２章は石炭鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）

に至る以前の統合運動について書かれている。筆

者は簡潔にク－デンホ－フ＝カレルギ－の汎欧州

運動，ＯＥＥＣ，欧州審議会等について述べてい

るが，ここで問題提起として，統合の考え方につ

いてunion とunityの違いに言及している。この

考えの違いは現在まで付きまとっており，イギリ

スとフランスの考えの違いとしてもあらわれてい

る，とされている。

第３章は石炭鉄鋼共同体（ＥＣＳＣ）について，

その成立の経緯とＥＣＳＣの性格について述べて

いる。成立の経緯については，ル－ル国際管理機

構の成立と問題点が指摘され，フランス外相のシ

ュ－マンが外相でありながら外務省の考えをしり

ぞけて，ジャン・モネ（経済企画庁）の案を取り

入れ極秘裡に計画を進めた経緯が述べられてい

る。

ＥＣＳＣの性格についてはその超国家性につい

て吟味が行なわれているほか，とくに，共同市場

との関連でカルテル禁止条項についてのル－ツと

してアメリカのシャ－マン法が指摘されている。

この点は新たな指摘と思われる。

第４章ではＥＥＣ成立にあたっての石炭鉄鋼共

同体の評価，および，欧州防衛共同体の失敗が論

じられる。ＥＣＳＣは第２次大戦後の欧州統合の

先端を切ったもので，これに続くかたちで多くの

部門別の統合計画がでてきた。そして，経済全体

をカバ－する欧州経済共同体（ＥＥＣ）が出現し

た。この過程でＥＣＳＣの果たした役割，または

その評価については大きな１つの論点となる。筆

者によると，多くの論者はＥＣＳＣの成功の上に

たってＥＥＣの成立に至ったと積極的に評価して

いるとされる。すなわち，ＥＣＳＣの形成により

鉄鋼の生産が増大し，石炭・鉄鋼の共同市場が形

成され，重工業の基礎が形成されたと評価してい

る。筆者はそれに対し疑問を投げかけている。す

なわち，この時期における鉄鋼生産の増大は事実

としても，それは壊滅的打撃を受けた欧州の復興
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過程での増産であって，ＥＣＳＣの形成との関連

で因果関係を見いだすことは困難であると，統計

を使いながら主張している。

また，共同市場の形成については，鉄鋼，鉄鋼

製品についてはポジティブに評価できるが，石炭，

鉄鉱石については共同市場は実質的に形成され

ず，域外に対する依存が増大していることを示す。

理論的にも，鉄鋼や石炭のような１次産品は戦後

の時期においてはもっとも重要な基礎産業であっ

たが，復興とともにその比重は低下し製造業に従

属するようになり，他方，各産業は互いに関連し

ており，石炭・鉄鋼のみを切り離して超国家的な

管理のもとに置くことが困難になってきたことを

述べ，ＥＣＳＣがＥＥＣの基礎になったとする評

価を否定する。

むしろ，欧州防衛共同体，欧州政治共同体の失

敗，欧州農業共同体計画の挫折など一連の部門別

共同体計画の挫折を経て，ＥＣＳＣの孤立化が明

確となり，この危機感を打開するために登場した

のがＥＥＣであると筆者は述べる。

第５章では70年代における欧州同盟にむかって

の動きが記述される。ＥＣの歴史にとって70年代

はイギリス等の参加があるものの，経済通貨同盟

の発足と挫折，オイルショックに端を発する不況

等の困難な時代であった。本書では70年代の経済

的分析はなされていない。unionの形成に焦点が

絞られる。第５章では70年代の困難な時期に

unionへ向けてなされた努力，すなわち，ハ－グ

首脳会議（69年），経済通貨同盟の段階的実現に

関する決議（70年），２度にわたるパリ首脳会議

（72，74年），チンデマンス報告（75年）を簡略に

述べ，筆者はこれらが80年代の展開につながると

主張する。例えば，72年のパリ首脳会議では共同

体加盟国は10年以内にそのすべての関係を欧州同

盟（ＥＵ）に転換することを宣言し，その内容と

して経済通貨政策，地域政策，社会政策，産業・

科学技術政策，環境政策，対外関係，政治協力，

機関の強化等の80年代に議論になることが提起さ

れている，としている。

第６章では欧州同盟に向けての具体的な始動が

80年代に始まり，その一応の到達点が単一欧州議

定書（調印は86年）であるとされる。しかし，こ

の章ではそれに至るまでの対立関係を，すなわち，

ＥＵ形成への努力とそれを阻止しようとする動き

の対立関係をＥＣ委員会のうごき，欧州議会のう

ごきのなかで論述している。とくに，不成立に終

わったが欧州議会が採択した「欧州同盟条約草案」

（84年）は内容的に単一欧州議定書にかなりの影

響を与えたとされ，立法過程はＥＣからＥＵに至

る決定メカニズムの変遷の分析にあたって重要な

位置を占めると主張される。また，この意味から

筆者は複雑極まりない立法過程のチャ－トを独自

に作成している。

第７章では単一欧州議定書の筆者なりの意義を

詳しく示している。単一欧州議定書はＥＵをめぐ

る攻防の結論であるが，その解釈・位置付けはこ

れまで明確ではないとされる。イギリスの文献で

はunionという語，あるいはそれを連想させる表

現は抹殺され，単に域内市場の実現に力点が置か

れたものとする解釈が多いとされ，それに対して

フランスの文献では単一欧州議定書はＥＵへ向け

ての路線を引いたとの解釈が支配的である，とさ

れる。わが国では，英語の文献に依拠している人

が多いため単一欧州議定書とＥＵを結びつけて考

える文献がほとんどないと筆者は述べる。

本書はフランスの文献の立場にたち，単一欧州

議定書をＥＵへ向けての端緒として位置付けてい

る。その理由として３点があげられている。180

年代前半期の動きは欧州同盟へ向かっての動きで

あり，その結論が単一欧州議定書であった。2単

一欧州議定書の条約文を英語およびフランス語で

比較した結果。3単一欧州議定書以後の動きをみ

ると89年のドロ－ル報告（経済通貨同盟に関する

報告），92年のマ－ストリヒト条約と続いており，

これらは単一欧州議定書があってはじめて到達し

えたものである。ちなみに，単一欧州議定書の第

１条はフランス語では明確に欧州同盟（l’Union

européenne）と書かれており，英語の条約では

単にEuropean unityになっているという。

単一欧州議定書の意義について筆者はさらに終
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章において次のように述べている。単一欧州議定

書はＥＵをめざす運動の結末ではあったが，英語

の条文に見られるように，また，条約の名称に見

られるように，ＥＵ条約ではない。「ＥＵに関す

る条約」という名称の条約はマ－ストリヒト条約

である。この条約でついにＥＵが誕生した。しか

し，ここでもUnionをめぐる攻防があった。削除

されたとはいえ，条約の原案では「連邦的な性格」

をもったUnionへ前進することが明記されてい

た。すなわち，Unionについての定義は下されな

いままのＥＵ発足だった。今後にゆだねられよう。

しかし，通貨統合の採用は決められたし，決定過

程も限定ながら導入された。これらがUnionの実

際の実現化に向けての鍵となろう。

終章までの内容の概略は以上のようであるが，

巻末に40ペ－ジに近い付属資料がある。これらは

欧州統合の歴史をたどり，主要な条約を知る上で

便利なものである。

〈論文審査の結果の要旨〉

審査は，各審査委員が請求論文の検討を個々に

行ない，また，口頭試問（1999年１月21日）を公

開で実施して論点を整理しつつ，最後に学位請求

論文の評価を文書にまとめる形で行なった。

本論文の性格は次の諸点に集約できるであろ

う。第１に，ＥＣ（ＥＵ）の研究は現状分析が多

く，歴史的な研究，とりわけ歴史的に記された１

冊の著書は少ない。石炭鉄鋼共同体が設立されて

以来約50年の統合の歴史をト－タルに把握するた

めには本書は貴重な１冊だといえよう。第２に，

分析手法が経済学的であるにととまらず，政治学

的，国際法的であるということである。分析対象

自体がそうである以上，分析手法が経済学を中心

に置きながらも学際的にならざるをえなかったの

であるが，それだけ困難を伴う研究であったこと

がうかがえる。第３に，本書は論争的な書物であ

り，単一欧州議定書の位置付けなどについて通説

に対して批判が浴びせられている。これらの批判

が正鵠を得ているかは読者の立場，読者の専門と

する領域の違いによって判断が異なるであろう

が，本書の指摘によって論点が一層明確になり，

今後学界においてより厳密な研究が進行するであ

ろう。第４に，欧州統合の歴史においてこれまで

ほとんど研究されてこなかったり，ほとんど言及

されなかった指摘がなされている。例えば，前者

は欧州防衛共同体であり，後者は石炭・鉄鋼共同

体におけるカルテル禁止条項のル－ツとしてのア

メリカのシャ－マン法である。第５に，ＥＵの超

国家性がどの程度実現されているかを判断する１

つの基準として決定手続きの在り方があるが，本

書はＥＣ／ＥＵ委員会，欧州議会，理事会の相互

の複雑な決定メカニズムを１つのチャ－トに図式

化してわかりやすくしている。

以上のような本書の性格は高く評価されるであ

ろうし，「論文内容の要旨」の箇所で示した内容

とともに学界に一石を確実に投ずるものと思われ

る。本書はやや難解であるが，欧州統合について

の専門研究者において必ず参照されるべき基本的

文献になることは間違いないだろうと思われる。

さらに，次のことを加えておきたい。学位請求者

は，日本のＥＣ／ＥＵに関する先駆的研究者の一

人であり，日本におけるこの分野の学会をリ－ド

してきた実績をもつことである。

なお，公開審査会においては以下のような論点

が出された。石炭・鉄鋼共同体の形成の場合もそ

うであるし，欧州防衛共同体の場合もフランスと

ドイツの関係においてだけで考察するのではな

く，防衛分野におけるアメリカ，イギリスとの対

抗あるいは関係，とりわけアメリカの世界戦略と

の関連で考察する必要があるのではないだろうか

という指摘。また，79年に発足したヨ－ロッパ通

貨制度（ＥＭＳ）と欧州通貨統合との関連はいか

がか，などの指摘である。学位請求者は，これら

の論点に適切に答え，公開審査会における論議に

よって審査委員の認識が深まった。

〈審査委員会の結論〉

審査員会は一致して，申請者が本テ－マに関す

る先駆的な研究者であり，高度な知識を有してい

ることを確認した。また，請求論文において外国
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語として英語，フランス語，ドイツ語を利用して

おり，審査委員会は請求者がこれらの言語能力を

有すると判断した。

審査の結果，審査委員会は立命館大学・学位規

定第18条第２項により，学位請求者に「博士（国

際関係学）」の学位を授与するに値するとの判断

に達した。
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